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平成２８年度の目標及びその達成に向けた活動計画について 
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会 長：ただ今から、平成２８年第５回定例総会を開会いたします。 
    出席委員は８名中８名で、定足数に達していますので、総会は成立してい

ます。本日の議事録署名人に、７番吉田委員と８番の私、後藤を指名しま
す。     

会 長：それでは、総会次第により日程第１農地法第３条の規定による許可申請に
ついて議案番号２０号を上程します。事務局より議案の朗読と説明をお願
いします。 

事務局：（議案番号２０号を朗読）（説明） 
    当該地は位置図にありますとおり、田端地区の東南に位置する田で農業振

興地域内の農用地です。 
当案件は譲渡人が耕作するのが難しいとのことで、規模拡大を希望してい
た譲受人に所有権を移転するものです。譲受人の自宅から当該地までの通
作距離は約０．８ｋｍで、車で３分ほどです。耕作状況につきましては、
譲受人も含めた世帯２人で農業に常時従事しており、所有している農地を
すべて効率的に耕作しております。また、耕作する農地の面積は寒川町農
業委員会が定める下限面積である３０アールを超えており、今回の権利の
移転による周辺農地への影響はありません。 
以上のことから、農地法第３条第２項各号には該当しませんので、許可条
件の全てを満たしていると考えられます。 

会 長：続いて、地区担当委員から、現地調査の結果並びに補足説明をお願いしま
す。 

１ 番：５月１３日に事務局と現地調査に行ってきました。田端でも耕作しており、
いずれかは息子さんも農業を、と考えられているようで問題ないと思われ
ます。 

会 長：ありがとうございます。これより質疑に入ります。ただいまの説明につい
て発言のある方は挙手願います。 

会 長：よろしいでしょうか。それでは採決いたします。議案番号２０号について、
原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 
会 長：では全員賛成ですので、議案番号２０号は原案のとおり許可証を交付する



ことに決定します。 
会 長：次に日程第２農業経営基盤強化促進法に伴う利用権の設定の申し出につい

て、議案番号２１号を上程します。事務局より議案の朗読と説明をお願い

します。 
事務局：（議案番号２１号を朗読）（説明） 
    当該地は、位置図にありますとおり大曲の農業振興地域内の農用地です。

借り手は家族４人で農業を営んでおり、当該地を平成２３年から５年間利
用権設定し、耕作しております。 
今回も期間は５年間ということで、更新することについては特に問題ない
と思われます。 

会 長：続いて地区担当委員より、現地調査の結果並びに補足説明をお願いします。 
６ 番：５月２０日に事務局と現地調査をしました。稲を耕作されていた跡もあり、

問題ないと思われます。 
会 長：ありがとうございます。これより質疑に入ります。ただいまの説明につい

て発言のある方は挙手願います。 

会 長：よろしいでしょうか。それでは採決いたします。議案番号２１号について、
原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

会 長：では全員賛成ですので、議案番号２１号は原案のとおり決定通知書を寒川
町長に送付します。 
次に日程第３、農地法第４条第１項第７号の規定による転用届出について
報告番号３９号と、日程第５、農地法第５条第１項第６号の規定による転
用届出について、報告番号４０号から４３号の４件を一括して事務局より
報告事項の朗読と説明をお願いします。 

事務局：（報告番号３９号～４３号を朗読）（説明） 
いずれも添付書類も含め完備していましたので、事務局専決により書類を
受理しました。                                                              

会 長：ただいまの報告について、発言のある方は挙手願います。 
会 長：よろしいでしょうか。他に発言がないようですので届出の報告事項につい

ては了承されたこととします。次に日程第５、平成２７年度の目標及びそ
の達成に向けた活動の点検・評価並びに平成２８年度の目標及びその達成
に向けた活動計画について、議案番号２２号を上程します。事務局より説
明をお願いします。 

事務局：４月に作成した（案）を３０日間ホームページで公表し、地域の農業者等
からの意見を募集しておりましたが、特に意見はありませんでした。別紙
１、２のとおり決定してよろしいかお伺いします。 

会 長：ただいまの説明のありました案件について、発言のある方は挙手願います。 
会 長：よろしいでしょうか。特に発言が無いようですので、当案件については了

承されたこととします。事務局の方で、この後の手続きとして公表、報告
をお願いします。 

会 長：では、以上をもって平成２８年第５回寒川町農業委員会定例総会を閉会い
たします。 

資  料 １．平成２８年第５回定例総会議案及び位置図 
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